
子育て世代の住まいづくりをサポートします！ 

南陽市では、これから転入予定や転入した世帯が、市内に住宅を新築、購入する際に最大100万円の補

助を行っています。 

世世世帯帯帯区区区分分分   世世世帯帯帯要要要件件件   
住住住宅宅宅ののの種種種別別別ととと補補補助助助額額額   

新新新築築築住住住宅宅宅   中中中古古古住住住宅宅宅   

子子子育育育ててて世世世帯帯帯   
（（（満満満 111555 歳歳歳以以以下下下ののの子子子ををを養養養育育育すすするるる世世世帯帯帯）））   

※※※「「「夫夫夫婦婦婦」」」にににはははひひひとととりりり親親親ををを、、、   

      「「「子子子」」」にににははは妊妊妊娠娠娠中中中ののの場場場合合合ををを含含含みみみままますすす。。。   

①①①   移移移住住住世世世帯帯帯   １００万円 ５０万円 

②②②   貸貸貸家家家世世世帯帯帯   

③③③   ＵＵＵタタターーーンンン世世世帯帯帯   
５０万円 ２５万円 

若若若者者者世世世帯帯帯   
（（（いいいずずずれれれももも４４４５５５歳歳歳未未未満満満ののの世世世帯帯帯）））   

①①①   移移移住住住世世世帯帯帯   

②②②   貸貸貸家家家世世世帯帯帯   

③③③   ＵＵＵタタターーーンンン世世世帯帯帯   
３０万円 １５万円 

【世帯要件】 

①「移住世帯」とは 

夫婦が両者とも市内に一度も居住したことがなく、初めて南陽市内に転入することを指します。 

②「賃家世帯」とは 

夫婦のいずれかが市外に３年以上継続して在住していた後に市内の貸家等に転入し、５年未満の世

帯を指します。 

③「Ｕターン世帯」とは 

夫婦のいずれかが過去に南陽市内に在住し、南陽市外へ転出後、これから南陽市内へ転入しようと

する世帯を言い、転出から補助の申請時まで3年を経過した世帯を言います。ご夫婦のいずれかが

該当すれば補助対象となります。 

 ○ そのほか、次の条件に該当する必要があります。 

□ 申請者は、南陽市内に居住するための住宅（店舗併用住宅含む。ただし、店舗の面積が住宅となる

建物の２分の１以下の面積）を取得する者であること。 

□ 中古住宅の場合は、敷地と建物の合計取得金額が500万円以上であること。 

□ 世帯全員（子ども、学生等を除く）に税の滞納がないこと。 

□ 住宅の建築工事請負（購入の場合は売買）契約締結前に申請書を提出し、市の交付決定後に契約す

ること。 

□ 取得した住宅に転居してから１か月以内か、令和９年１月末までのいずれかの早い期日までに実績

報告書を提出すること。 

□ 持家住宅を取得し転入（転居）の届出をした日から５年を経過するまで継続して居住すること。 

□ 申請者が、この住宅（中古住宅については住宅の敷地を含む）の２分の１以上の所有権を持つこと。 

※ 新築住宅とは、一度も人が住んだことがなく、かつ、建築後１年未満の住宅を指します。 

 （新築、建売の区別は問いません。） 

※ 中古住宅とは、建築後１年を経過した住宅、又は人が住んでいた住宅を指します。 

令令和和８８年年度度子子育育てて世世代代定定住住促促進進交交付付金金  



指定口座へ振込み 

交付決定通知送付

【補助対象外となる場合】 

〇 既存住宅の建て替えの場合 

○ 他の補助金、利子補給事業等と併用する場合 ※詳細はお問合せ下さい。 

○ 公共工事により建物移転補償などを受ける場合 

〇 契約後に申請した場合 

〇 取得した住宅に転居してから１か月以内か、令和９年１月末までの早い期日に実績報告書が提出され

ない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【交付申込みのとき】 

□ 交付申請書（様式第1号） 

□ 住宅概要書・収支予算書（様式第1号の2） 

□ 誓約書（様式第1号の3） 

□ 見積書の写し 

□ 設計図面（位置図、配置図、住宅全ての平面図等） 

□ 建設予定箇所の現場写真 

（購入する場合は、購入する住宅の外観の写真） 

□ 住民票の写しの謄本（取得する住宅へ異動する前

のもので、本籍、続柄の記載があるもの） 

□ 世帯全員の南陽市の納税証明書（直近のもの） 

 ※転入予定の世帯は必要ありません。 

□ その他市長が求める書類 

【実績報告書を提出するとき】 

□ 子育て世代定住促進交付金事業実績報告書 

□ 住宅概要書・収支精算書 

□ 建設工事請負契約書（写し） 

□ 全部事項証明書（住宅、中古住宅の場合は土地も） 

□ 住民票の写しの謄本（転居後のもの） 

□ 住宅引渡し後の写真（内外観写真） 

□ 通帳（表紙、裏表紙）のコピー 

□ 子育て世代定住促進交付金請求書 

（日付は空白にしてください） 

（約１ヵ月） 

（約１週間） 
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必要書類と手続き 

南陽市 子育て世代定住促進交付金 検索 

担当：南陽市建設課建築住宅係（市役所２階） 電話：０２３８－４０－８３９６（直通） 


